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栃木県からの補助を受けて本校が実施する入学料減免制度について 

 

宇都宮短期大学附属高等学校 

 

 本校では，下記のとおり，栃木県からの補助を受けて入学料減免制度を実施い

たします。その概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

入学料減免の対象者およびその支給基準額は，保護者等全員の課税所得割額が

２５７，５００円未満の方で，課税所得割額の区分により次表のとおりです。 

ただし，附属中学校からの入学者，スーパー学力・運動特待生および本校（中・

高）に兄弟姉妹が在学している方は，本校入学時にすでに学校から入学金免除を受

けているので，この栃木県からの補助を受けて本校が実施する入学料減免制度の

対象外です。 

 

支給対象者 支給基準額 

保護者等全員の道府県民税所得割および

市町村民税所得割の合算が非課税である

こと 

 

 

保護者等全員の道府県民税所得割および

市町村民税所得割の合算が１００円以上

２５７，５００円未満であること 

 

３５，０００円 

 

 なお，入学料減免に関する受給申請等の詳細については４月下旬に Classi（入

学式配布文書ご参照）にてお知らせします。入学料減免の受給申請には，保護者等

全員の課税証明書等が必要となります。 

７０，０００円 


